
主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間について 

平成28年10月1日に主任更新研修を修了し、平成30年３月1０日に介護支援専門員証の有効期間が満了する方の例 

介護支援専門員証と主任更新研修修了証明書の有効期間は揃いません（別々の期間のままです） 

主任介護支援専門員（更新）の有効期間 
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介護支援専門員証と主任更新研修修了証明書の有効期間が揃います 

※平成30年3月10日から５年間の有効期間のうち、 
 平成33年10月1日以降分を放棄し、介護支援専 
 門員証の有効期間を置き換えます。 
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「主任介護支援専門員更新研修修了証明書」の有効期間に置き換えない場合 

「主任介護支援専門員更新研修修了証明書」の有効期間に置き換えを希望した場合 


